
今月の宣伝行動

日 時間 場所・備考

消費税増税反対宣伝 3月24日(木) 17時00分 地蔵通り商店街

社保協宣伝 3月25日(金) 16時00分 いなげや前

 

建築基準法改正等講習会【新宿区建築指導課】 
 新宿区建築指導課が講習会を開催します。 

とき 3 月 23 日（水）13：30～16：30 

場所 新宿区役所第 2分庁舎 3F 会議室 

内容 改正基準法等に伴う新宿区の対応と運用に係る情

報の提供 

〆切 3 月 16 日 

申込 参加組合ごとの集約となります。支部まで電話でお

申込みください。 担当：相田 

 

東京土建セミナー「大工・建築士大学習会」 
 ここ数年、新制度創設や法改正が相次ぐなかで、対応を

誤り大変な苦労をする仲間も出てきています。 

改めて周知・徹底を図るため本部が学習会を開催します。 

とき 4 月 12 日（火）10 時～16 時 

場所 けんせつプラザ東京 5F 

内容 ①新築瑕疵担保保険②住宅エコポイント対象新築 

   ③長期優良住宅 

定員 100 人（定員になり次第締切） 

 

産業廃棄物の処理等・許可申請説明会 
 今年の 4月から廃掃法が改正され、元請責任が明確にな

るとともに、下請けの責任範囲が明確にされたため、正し

い対応が求められます。本部が説明会を開催します。 

とき 3 月 22 日（火）14 時～17 時 

場所 けんせつプラザ東京 5F 

申込 支部まで電話で申し込む 

 

「どけん建築士賠償保険」引き続き募集中 
 組合内の建築士の方々から要望の多かった建築士賠償

保険の募集が開始になります。他の保険も参考にしながら

組合のスケールメリットを最大限に活かしたワイドな補

償と加入しやすい掛金が特徴です。申し込みには直近年度

の売上高がわかるものが必要です。保険始期は 4 月です。 

申し込み・お問い合わせは担当：和田まで。 

 

自転車保険、総合賠償保険、上乗せ労災保険 

引き続き、それぞれ定期募集中 
▼自転車保険…年間 3千円で家族まで補償、日常賠償保険

もついてくる保険です。自転車事故で高額な請求をされる

ケースが続いています。 

▼総合賠償保険…ビルメンテナンス・ビル清掃業の方は特

に掛金が安くなる傾向にあります。掛金の計算には直近年

度の売上が分かるものが必要です。 

申し込み 自転車保険は和田、総合賠償と労災は相田 

 

 

 

 

 

就業実態申告書の提出をお願いします 
昨年 7月から取り組みをお願いしております「就業実態

申告書」の未提出の方が多数いらっしゃいます。未提出の

場合は来年度の保険証がスムースに発行されず、ご迷惑を

おかけする場合があります。未提出の方は提出をお急ぎ下

さい。 担当：秋山 

 

【労働保険】雇用保険料率は変更ありません【2011】 
 2011 年度（平成 23 年度）の雇用保険料率は昨年と同率

となりました。 

建設の事業-18.5/1000（事業主 11.5/1000、労働者 7/1000） 

一般の事業-15.5/1000（事業主 9.5/1000、労働者 6/1000） 

 

【国保】3 月中の国保異動手続きについて 
 家族の減少・住所変更などの保険証異動手続きは、平成

22 年度と平成 23 年度保険証の 2 枚が必要です。古い保険

証は 4月になるまでお手元に保管してください。 

 

【国保】土建国保料が値上げになります。 
→新保険料の表は機関紙「しんじゅく」に掲載。  

3 月納入の 4 月分から国保料が値上げになります。この

間、国保組合の積立金取り崩しなどで医療費の増加に対応

してきましたが、取り崩しもできない所まですすみ、国保

料を値上げすることとなりました。 

仕事不足の中での保険料値上げは組合員のみなさまの

生活を圧迫するものと、大変心苦しく感じておりますが、

何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。 

※3月11日に国保組合より組合員ご本人宛に新保険料の
お知らせが発送されます。必ずご確認下さい。 
 

今年度最後の健康診断【日曜日・集団検診】 
 平成 22 年度最後の集団検診です。4月になると新年度に

なるため、お手元の健康診断受診券が失効します。 

 建設業従事者は体が資本です！年に一度は健康診断を

受けて、早期発見・早期治療で健康な体を保ちましょう！ 

とき 3 月 27 日（日）8時 30 分～ 

場所 代々木病院 

申込 支部まで電話で申し込む 

 

組合総合共済の入院給付・1 日目から給付実現！ 
これまでは労務不能と判断された日から4日間は待機期

間として給付の対象になりませんでしたが、2011 年 4 月以

降の5日以上の入院については、1日目から給付されます。

※5日未満の入院は給付の対象外です。 

 

 

無料法律相談会 
顧問弁護士がご相談に応じます 

3 月 18 日（金） 4 月 20 日（水） 

時間は午後 1時 30 分～4時 

申込みは 組合まで（３３６２）２１６１ No258 号（2011 年 3 月 8 日）東京土建新宿支部 


